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東北地方太平洋沖地震による避難生活に伴う心身の機能の低下の予防について 

 
 
平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震による避難生活に伴い、

被災した高齢者等の方々に、生活の不活発化を原因とする心身の機能の低下、

いわゆる「生活不活発病」の発症が危惧されています。 
 生活不活発病を予防するためには、避難生活においても生活を活発にするこ

とが重要であり、別紙のとおり、生活不活発病の予防のための活動における利

用者向け資料及びマニュアルを送付いたしますので、この趣旨を踏まえ、保健

師等による避難所等での保健指導、介護予防や生活支援等にご活用くださいま

すようお願いいたします。 
利用者向け資料については、改めて印刷物（ポスター及びパンフレット）の

配布を予定しておりますが、生活不活発病予防に関する詳細な情報を、財団法

人日本障害者リハビリテーション協会情報センターのホームページの「災害時

の高齢者・障害のある方への支援※」で提供しておりますのでご参照ください。 
また、生活不活発病を予防するための取組については、地域支援事業の介護

予防事業を実施することが可能であることを申し添えます。 
なお、予防活動の実施にあたっては、高齢者の状態等を十分に勘案し、各被

災地及び避難所の状況を踏まえて実施していただきますようお願いします。 

  
※URL:http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/bf/saigaiji_shien.html 
（ここから別紙１の媒体をダウンロードできます。） 

 

 
（別紙 １－１） 生活不活発病予防ポスター（避難所用） 
（別紙 １－２） 生活不活発病予防ポスター（被災地域生活者用） 
（別紙 １－３） 生活不活発病予防パンフレット（避難所用） 
（別紙 １－４） 生活不活発病予防パンフレット（在宅用） 
（別紙 ２）   生活機能低下予防マニュアル ～生活不活発病を防ぐ～ 



予防のポイント

地震前と現在を比較して、
１段階でも低下した方は、
注意が必要です。

地震後に、
歩くこと等が
難しくなった
方も注意が
必要です。

生活機能低下を防ごう！

「生活不活発病」に注意しましょう
生活不活発病とは・・・
「動かない」（生活が不活発な）状態が続くことにより、
心身の機能が低下して、「動けなくなる」ことをいいます。

避難所での生活は、動きまわること
が不自由になりがちなことに加え、そ
れまで自分で行っていた掃除や炊事、
買い物等などができなかったり、ボラ
ンティアの方等から「自分達でやりま
すよ」と言われてあまり動かなかった
り、心身の疲労がたまったり・・・また、
家庭での役割や人との付き合いの範
囲も狭くなりがちで、生活が不活発に
なりやすい状況にあります。

生活が不活発な状態が続くと心身の機
能が低下し、「生活不活発病」となります。
特に、高齢の方や持病のある方は

生活不活発病を起こしやすく、悪循環注）

となりやすいため、早期に対応すること
が大切です。

注）悪循環とは…
生活不活発病がおきると 歩くことなどが難しくなったり

疲れやすくなったりして「動きにくく」なり、「動かない」ことで
ますます生活不活発病はすすんでいきます。

予防のポイント

○ 毎日の生活の中で活発に動くようにしましょう。
（横になっているより、なるべく座りましょう）

○ 動きやすいよう、身の回りを片付けておきましょう。

○ 歩きにくくなっても、杖などで工夫をしましょう。
（すぐに車いすを使うのではなく）

○ 避難所でも楽しみや役割をもちましょう。
（遠慮せずに、気分転換を兼ねて散歩や運動も)

○ 「安静第一」「無理は禁物」と思いこまないで。
（病気の時は、どの程度動いてよいか相談を）

※ 以上のことに、周囲の方も一緒に工夫を
（ボランティアの方等も必要以上の手助けはしないようにしましょう）

※特に、高齢の方や持病のある方は十分気をつけて下さい。

「生活不活発病チェックリスト」
を利用してみましょう。

要注意（赤色の□）にあてはまる場合は、保健師、

救護班、行政、医療機関などにご相談下さい。

発見のポイント

厚生労働省

地震前から要注意（赤色の□）に
あてはまる方は注意が必要です。

～早く発見、早く回復を～
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（別紙１－１）



予防のポイント

生活機能低下を防ごう！

みんなで「生活不活発病」の予防を！

厚生労働省

地震前と現在を比較して、
１段階でも低下した方は、
注意が必要です。

地震後に、
歩くこと等が
難しくなった
方も注意が
必要です。

生活不活発病とは・・・
「動かない」（生活が不活発な）状態が続くことにより、
心身の機能が低下して、「動けなくなる」ことをいいます。

予防のポイント
○ 毎日の生活の中で活発に動くようにしましょう。

○ 家庭・地域・社会で、楽しみや役割をもちましょう。
（遠慮せずに、気分転換を兼ねて散歩やスポーツや趣味も)

○ 歩きにくくなっても、杖や伝い歩きなどの工夫を。
（すぐに車いすを使うのではなく）

○ 身の回りのことや家事などがやりにくくなったら、
早めに相談を。

（練習や工夫で上手になります。「仕方ない」と思わずに）

○ 「無理は禁物」 「安静第一」と思いこまないで。
（疲れ易い時は、少しずつ回数多く。

病気の時は、どの程度動いてよいか相談を。）

※ 以上のことに、ご家族や周囲の方も一緒に工夫を。

「生活不活発病チェックリスト」
を利用してみましょう。

要注意（赤色の□）にあてはまる場合は、保健師、

救護班、行政、医療機関などにご相談下さい。

発見のポイント

地震前から要注意（赤色の□）に
あてはまる方は注意が必要です。

～早く発見、早く回復を～

［被災地域にお住まいの方々へ］

地震のため環境が変化したことで、生活
が不活発になりがちです。
周囲の道などが危なくて歩けない、周り

の人に迷惑になるから、とつい動かないと
いうこともあります。
それまでしていた庭いじりや農作業がで

きなかったり、地震の後だからと遠慮して
散歩やスポーツ・趣味等をしなくなったり、
人との付き合いなどで外出する機会も少
なくなりがちです。

このように生活が不活発な状態が続くと
心身の機能が低下し、「生活不活発病」と
なります。 特に高齢の方や持病のある方
は起こしやすく、悪循環注）となりやすいの
で、気をつけましょう。
活発な生活が送れるよう、みんなで予防

の工夫を。

注）悪循環とは…
生活不活発病がおきると 歩くことなどが難しくなったり

疲れやすくなったりして「動きにくく」なり、「動かない」ことで
ますます生活不活発病はすすんでいきます。

GTPWM
タイプライターテキスト
（別紙１－２）
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「生活不活発病チェックリスト」を利用してみましょう。

要注意（赤色の□）に当てはまる場合は、

保健師、救護班、行政、医療機関などにご相談ください。

発見のポイント ～早く発見し、早めの対応を～

厚生労働省

生活機能低下を防ごう！

「生活不活発病」に注意しましょう
生活不活発病とは・・・
「動かない」（生活が不活発な）状態が続くことにより、
心身の機能が低下して、「動けなくなる」ことをいいます。

避難所での生活は、動きまわること
が不自由になりがちなことに加え、そ
れまで自分で行っていた掃除や炊事、
買い物等などができなかったり、ボラ
ンティアの方等から「自分達でやりま
すよ」と言われてあまり動かなかった
り、心身の疲労がたまったり・・・ また、
家庭での役割や 人との付き合いの
範囲も狭くなりがちで、生活が不活発
になりやすい状況にあります。

生活が不活発な状態が続くと心身の
機能が低下し、「生活不活発病」となり
ます。
特に、高齢の方や持病のある方は

生活不活発病を起こしやすく、悪循環注）

となりやすいため、早期に対応すること
が大切です。

注）悪循環とは…
生活不活発病がおきると 歩くことなどが難しくなったり

疲れやすくなったりして「動きにくく」なり、「動かない」ことで
ますます生活不活発病はすすんでいきます。

予防のポイント

※ 以上のことに、周囲の方も一緒に工夫を。

（ボランティアの方等も必要以上の手助けはしないようにしましょう）

※特に、高齢の方や持病のある方は十分気をつけて下さい。

○ 毎日の生活の中で活発に動くようにしましょう。
（横になっているより、なるべく座りましょう）

○ 動きやすいよう、身の回りを片付けておきましょう。

○ 歩きにくくなっても、杖などで工夫をしましょう。
（すぐに車いすを使うのではなく）

○ 避難所でも楽しみや役割をもちましょう。
（遠慮せずに、気分転換を兼ねて散歩や運動も)

○ 「安静第一」「無理は禁物」と思いこまないで。
（病気の時は、どの程度動いてよいか相談を）

GTPWM
タイプライターテキスト
（別紙１－３）
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